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四 国 地 方 整 備 局

指名停止措置の概要

１．指名停止措置業者名

業 者 名 住 所

四国土建 株式会社 香川県丸亀市土器町北１－６０

２．指名停止措置期間

平成２９年１０月２０日 から 平成３０年２月１９日 まで ４ヵ月

３．指名停止措置の範囲

四国地方整備局管内

４．事実概要

本件については、四国土建(株)が、平成26年9月19日、平成27年10月5日及び平成28年10月5日に、虚

偽の内容（完成工事髙の水増し）を記載した決算の変更届書を香川県へ提出し、また、香川県に対し

て、平成26年10月3日、平成27年11月10日及び平成28年11月9日に当該虚偽の内容に基づく経営規模等

評価申請及び総合評定値請求を行い、これらにより得た経営規模等評価通知書及び総合評定値通知書

をもって、香川県等に対し、平成27年度、平成28年度、平成29年度及び平成30年度の公共工事の競争

入札参加申請を行った。

これらのことが、建設業法に違反し、香川県知事より４５日間の営業停止処分を受けた。

５．指名停止措置理由

上記事実については、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局（港湾空港

関係）所管の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第２第１３号に該当する。

本件については、指名停止４ヵ月とする。

指名停止措置要領別表第２

措 置 要 件 期 間

（建設業法違反行為）

13 当該地方整備局が所管する区域内において、建設業法（昭 当該認定をした日から

和24年法律第100号）の規定に違反し、工事の請負契約の相 １ヵ月以上 ９ヶ月以内

手方として不適当であると認められるとき。

＜問い合わせ先＞

国土交通省 四国地方整備局

高松市サンポート３－３３ TEL ０８７－８５１－８０６１（代）

（定時以降は ０８７－８１１－８３０３）

○総務部契約課長 峰 久 義 朗 （内線２５１１）

総務部経理調達課長 中 野 靖 久 （内線６３１１）

○総務部契約課長補佐 杉 浦 敏 樹 （内線２５１２）


